
 

 「京都府遊泳者及びプレジャーボートの事故の防止等に関する条例」が５月

１日に施行されたことに伴い、啓発チラシのイラスト作成が京丹後警察署から

依頼されました。 

美術部３年生西村亜紀さん・森岡南さん・１年生山下結子さんが作成したイ

ラストに対し、７月１８日（金）に感謝状が贈呈されました。 

 また翌１９日（土）には小天橋海水浴場で啓発活動が行われ、１年生山下結

子さん・井上富巳香さんが参加しました。３連休の初日で暑い日でしたが、海

水浴客にチラシを配布したり、連絡所や浜店に掲示したりしました。 

 

 


